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令和７ 年度 善意募金運動の実施について（ ご依頼）  

 

 青葉の候 貴職におかれまし ては益々ご清栄のこ と と お喜び申し あげま

す。  

平素より 地域福祉活動の推進にご尽力いただき 深く 感謝申し あげます。  

 さ て、 本会では６ 月を 善意月間と し 、「 誰も が安心し て暮ら せるまちづく

り 」 をめざし 、 善意募金運動を展開し ています。 お寄せいただいた募金は、

あり がと う 送迎（ 福祉有償運送サービス事業） や車いすの整備などの住民た

すけあい活動の推進に活用し ています。  

つき まし ては、 こ の運動の趣旨をご理解いただき 、 何卒ご協力いただきま

すよう お願い申し あげます。  

 

記 

 

１  募集期間 令和７ 年６ 月１ 日（ 日） ～令和７ 年６ 月３ ０ 日（ 月）  

２  資  材 （ 1） 啓発チラ シ （ 希望部数）  

（ 2） 募金用封筒 （ 希望自治会のみ）  

３  取り まと め お手数ですが、 ７ 月４ 日（ 金） までにお願いいたし ます。  

４  納入方法 別紙をご参照く ださ い。  

 

 

 

 

 

 

 

《 問い合わせ先》  

■三木市社会福祉協議会 法人運営課  山本・ 梅本 

三木市大塚１ 丁目６ －４ ０   ℡８ ２ －４ ０ ４ ３  

■三木市社会福祉協議会 よかわステーショ ン 南谷  

三木市吉川町大沢４ １ ２    ℡７ ２ －２ ９ ４ ０  
 



 

≪納入方法について≫ 

１  直接事務所に届けていただく 方法 

・ 三木市総合保健福祉センタ ー２ 階 （ 三木市大塚１ 丁目６ －４ ０ ）  

・ 三木市立市民活動センタ ー１ 階  （ 三木市末広１ 丁目６ －４ ６ ）  

・ 三木市吉川支所（ 吉川健康福祉センタ ー） １ 階  （ 三木市吉川町大沢４ １ ２ ）  

※事務所は平日（ 祝日除く ） 午前８ 時３ ０ 分～午後５ 時１ ５ 分までと なっ てお

り ますが、 お電話をいただければ午後５ 時１ ５ 分以降の受付も 可能です。  

※ご連絡いただければ受け取り に伺います。 その際は募金封筒の開封は不要

です。 伺っ た際に預り 書を発行し 、 後日領収証を 送付し ます。  

 

２  郵便局から 振込みいただく 方法 

同封の払込取扱票を利用く ださ い。（ 振込手数料は無料です。）  

※硬貨の枚数によっ ては、 手数料等が発生し ます。  

ご連絡いただければ本会職員が役員様宅へ受け取り に伺います。  

 

３  金融機関から 振込みいただく 方法 

次のいずれかの口座に振込をお願いし ます。  

 金 融 機 関 名 口 座 番 号 口 座 名 義 

１  
兵庫みら い農業協同組合 

三木市久留美支店 

普通  

５ ７ ３ ３ ５ ２ ２  

福
ふく

）
）

三木市
み き し

社会
し ゃ かい

福祉
ふ く し

協議会
き ょ う ぎかい

 

会 長
かいちょ う

 植田
う え だ

吉則
よし のり

 

２  
みのり 農業協同組合 

三木支店 

普通  

３ ８ ３ ２ ０ １ ３  
三木市
み き し

社会
し ゃ かい

福祉協
ふく し き ょ う

議会
ぎ か い

 

会 長
かいちょ う

 植田
う え だ

吉則
よし のり

 

３  
みのり 農業協同組合 

吉川支店 

普通  

０ ０ ２ ４ ０ ０ ０  

※硬貨の枚数によっ ては、 手数料等が発生し ます。  

ご連絡いただければ本会職員が役員様宅へ受け取り に伺います。  

  

（ 別  紙）  



 
４  下記の公民館で預けていただく 方法 

こ の場合は、 公民館で預り 書を発行さ せていただき、 後日事務局より 領収

証を送付し ます。  

 

 各公民館  

・ 中央公民館    ・ 三木南交流センタ ー  

・ 別所町公民館   ・ 志染町公民館   

・ 細川町公民館   ・ 口吉川町公民館 

・ 緑が丘町公民館  ・ 自由が丘公民館 

・ 青山公民館    ・ 吉川町公民館 

 

 

≪留意点≫ 

「 善意募金」 は、 各世帯で募金の趣旨に賛同し ていただき 、 ご協力いただ

く のが本来のあり 方です。 一方で、 自治会役員のご負担があるなど、 各自治

会の事情により 、 自治会内で協議さ れ、 自治会費等から 一括し て募金に協力

いただく 自治会も あり ます。  

こ のよう に、 自治会の合意のも と で、 自治会単位で募金にご協力をいただ

く こ と は問題あり ません。  

なお、“ 募金は寄付者の意思” によっ てさ れるも のであるこ と から 、自治会

の総会で議決いただき 一括で募金の協力をいただく 場合には、 決定さ れた方

法や募金の趣旨、 使いみち を 自治会の会合や回覧などで、 ご周知をお願いい

たし ます。 その際には、 本会が作成し たチラ シ等をご活用く ださ い。  

 

 

《 問い合わせ先》  

■三木市社会福祉協議会 法人運営課   

三木市大塚１ 丁目６ －４ ０   ℡８ ２ －４ ０ ４ ３  
 






